
 見附市排水設備工事店規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

   令和７年３月３１日 

                    見附市長  稲 田  亮    

見附市上下水道事業管理規程第３号 

   見附市排水設備指定工事店規程の一部を改正する規程 

 見附市排水設備指定工事店規程（平成２５年見附市ガス上下水道事業管理規程

第７号）の一部を次のように改正する。 

第２条第４号中「公社排水設備工事責任技術者認定、登録等に関する規程」を

「公社下水道排水設備工事責任技術者認定・登録に関する規程」に、「第１３条

第１項」を「第１４条第１項」に改める。 

第３条第１項第２号中「が」を「を」に、「専属」を「選任」に改め、同号に

次のただし書を加える。 

ただし、責任技術者は、新潟県内における他の営業所について兼務することを

妨げない。 

第３条第１項第４号中「第１６条」を「第１８条の規定」に改める。 

第４条第２項第１号中「住民票記載事項証明書」を「住民票、在留カード又は

特別永住者証明書の写し」に改め、同項第３号中「専属」を「選任」に改め、

「写し及び」の次に「別記第２号様式による選任する責任技術者の」を加え、同

項第４号中「別記第２号様式」を「別記第３号様式」に改める。 

第６条第１項中「別記第３号様式」を「別記第４号様式」に改める。 

第７条の見出し中「及び標示板」を削り、同条第１項中「別記第４号様式」を

「別記第５号様式」に改め、「及び標示板（別記第５号様式）」を削り、同条第

２項中「及び標示板」を削り、同項ただし書を削り、同条第４項中「及び標示

板」を削る。 

第１５条第２項を削る。 

 

 

 

 



別記第１号様式を次のように改める。 

 



 別記第５号様式を削り、別記第４号様式を次のように改め、同様式を別記第５

号様式とする。 

 



 別記第３号様式を次のように改め、同様式を別記第４号様式とする。 

 



 別記第２号様式中 

 「住 所 

  氏 名」を 

 「所在地又は住所 

  商号又は名称 

  代表者氏名  」に改め、同様式を別記第３号様式とし、別記第１号様式の

次に次の１様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第２号様式（第４条関係） 

 



 



 別記第６号様式中 

 「住 所 

  氏 名」を 

 「指定番号  第  号 

  指定工事店名 

  代表者氏名       」に改める。 

   附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 


